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令和４年７月１日改定適用 
 
 
１． 目的 
この規程は、ブライトン株式会社が外部から受託する、又は請け負う業務（以下「受託等事

業」という）に関し、役務提供時の人件費単価を定めるものである。 
 
２．受託人件費単価 
標準業務に関する受託人件費単価については、当該受託等事業に従事する者の職務区分に

応じて、以下の通り基準日額および基準時間単価をもって定める。 
 

（単位：円、税抜き） 

職務区分 基準日額 基準時間単価 職務内容 
首席研究員（取締役） 195,840 24,480 全ての業務の指示、監理を行

い、事業全般に対して責任を負

う者。 
上席研究員 151,200 18,900 業務全般に精通し、首席研究員

の包括的指示のもと、担当業務

のリーダーとして計画立案と実

施を担い、主任研究員・研究員

の指揮、指導を行う者。 
主任研究員 115,200 14,400 上職研究員の包括的指示のも

と、業務の個別計画を策定し、

実施する者。研究員等を指揮、

指導して業務を実施する者。 
研究員 86,400 10,800 上職研究員の指示のもと、担当

業務を実施する者。また、アシ

スタント研究員等を指揮、指導

して業務を実施する者。 
アシスタント研究員 51,840 6,480 上職研究員の指揮及び指示のも

と、業務の円滑な遂行のため作

業に従事する者。 
研究補助者 25,600 3,200 上職研究員の指揮及び指示のも

と、プロジェクト等に関する業

務の補助を行う者。 
※ 基準日額の稼働時間は 8 時間を想定している (移動時間等含む)   
※ 基準日額及び基準時間単価は標準業務単価であり、実際に受託する事業の業務量及び難 
易度等を勘案して増減する場合がある。 
※各職務区分（研究員等級）の認定基準は、別途内規に定めるとおりである。 



 
外部から招聘する研究員が当該受託等事業に従事する場合、その職務区分に応じて、以下の

基準日額及び基準時間単価をもって受託人件費単価を定める。 
 

（税抜き） 

職務区分 基準日額 基準時間単価 
上席招聘研究員 146,400 円 18,300 円 
上席招聘研究員（国外） 1,360 USD 170 USD 
主任招聘研究員 110,400 円 13,800 円 
主任招聘研究員（国外） 1,120 USD 140 USD 
招聘研究員 81,600 円 10,200 円 
招聘研究員（国外） 880 USD 110 USD 

※ 基準日額の稼働時間は 8 時間を想定している (移動時間等含む)   
※ 基準日額及び基準時間単価は標準業務単価であり、実際に受託する事業の業務量及び難 
易度等を勘案して増減する場合がある。 
※各職務区分（研究員等級）の認定基準は、別途内規に定めるとおりである。 
 
３．附 則  
平成２９年４月１日：制定 
令和２年１月７日：改定 
令和３年３月１日：一部改定 
令和４年７月１日：一部改定 
 

以上 


